
生産性向上特別措置法

生産性向上特別措置法が平成 30 年 6月 6日に施行
されたことをご存知でしょうか？
平成 32年度（平成 33年 3月末）までの「生産性革
命・集中投資期間」において、市区町村の認定を受け
た中小企業の設備投資は、さまざまな支援を受けるこ
とができるようになりましたので、メリットや手続き
などをご紹介します。

■　具体的なメリットは�

市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資に関し
て、以下の支援が受けられます。
①　購入設備の固定資産税が 3年間ゼロ～ 1/2 軽減
②　�次の補助金にかかる申請時の加点や補助率UP
・�ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補
助金
・�戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）
・�小規模事業者持続化補助金、
・�サービス等生産性向上 IT導入支援事業
③　信用保証（保証協会とは別枠での追加保証）
なお、市区町村の認定前に取得した設備は支援の対
象外ですので、事前に認定を受ける必要があります。
生産性向上特別措置法における支援の実施は、各市

区町村に判断が委ねられています。そのため、そもそ
も支援を行うかどうかや、支援の具体的な内容は、各
市区町村で異なります。なかには、支援の対象となる
設備の種類を限定する動きもあります。そのため、市
区町村に確認・問い合わせを行うことが重要です。

■　市区町村に認定を受けるためには� �

認定を受けるには次の 3つの手続きが必要です。
①　先端設備等導入計画の策定

策定する計画の要件は、計画認定後3～ 5年間
で、労働生産性を直近の事業年度末比で年平
均 3 %以上向上させることです。労働生産性の
算定にあたっては以下の公式で算出します。
（営業利益＋人件費＋減価償却費）

（労働者数× 1人当たり年間就業時間）

計画の対象となる設備は「販売活動等の用に
直接供される設備」です。具体的な種類は、
機械装置・測定工具及び検査工具、器具備品、
建物附属設備、ソフトウエアです。

②　事前確認書を入手
策定した計画を経営革新等支援機関に確認を
受け、事前確認書を入手する必要があります。

③　市町村への申請
策定した計画および事前確認書をもって、市
区町村に申請をします。

計画認定後に各種支援を受けるにあたっては、この
他に支援の内容に応じた資料の提出が必要になります。

■　対象の企業は� � 　

計画の認定を受けられるのは中小企業等経営強化
法第 2条第 1項の定義に該当する企業です。

　　　　　　　�（中小企業庁 : 概要資料より抜粋）　
計画認定後、市町村から固定資産税の軽減を受け
られるのは、以下の企業です。
・�資本金もしくは出資金の額が 1億円以下の法人
・�資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時
使用する従業員数 1,000 人以下の法人又は個人
ただし、この要件に該当する場合でも、次のよう
な大企業の子会社等は除かれます。
・�同一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が 1
億円超の法人又は出資金もしくは出資金を有しな
い法人のうち常時使用する従業員数が 1,000 人超の
法人）から 1/2 以上の出資を受けている法人
・�2 以上の大規模法人から 2/3 以上の出資を受けて
いる法人

■　東京総合経営のサービス� � 　

各市区町村の支援内容などの調査・必要書類の確認、
先端設備等導入計画の策定、認定後の固定資産税の軽
減に関する申請や補助金申請などのサポートをしてお
ります。なお、税理士法人東京総合経営は、経営革新
等支援機関に認定されておりますので、ワンストップ
でサービスの提供が可能です。設備投資を検討されて
いらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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